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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月25日(2012.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図５は、図４の電流生成回路１０に入力される入力信号ＩＮ及び入力信号ＩＮＢの電圧
と、電流生成回路１０によって生成される電流ＩＡ１との間のタイミングを示すタイミン
グ図であり、図５（ａ）は入力信号ＩＮ及び入力信号ＩＮＢの電圧を示し、図５（ｂ）は
電流ＩＡ１を示す。入力信号ＩＮの電圧が変化すると、前処理回路５０を介して入力信号
ＩＮＢの電圧が反転する。このとき、入力信号ＩＮ，ＩＮＢの信号レベルが変化する期間
には、入力信号ＩＮ，ＩＮＢの電圧がともに、しきい値電圧Ｖｔｈを超える期間が存在し
、当該期間においてｎＭＯＳトランジスタＭＮ１１，ＭＮ１２がオン状態となり、入力信
号のいずれか一方がローレベルになるまで電流ＩＡ１が生成される。この電流ＩＡ１に対
応する電流ＩＡ２，ＩＡ３が差動増幅回路３０及びソース接地増幅回路４０に印加されて
、レベル変換動作が実行される。入力信号ＩＮの電圧が変化しないとき、レベルコンバー
タ回路１は、ｎＭＯＳトランジスタＭＮ１１，ＭＮ１２を流れるリーク電流のみで動作す
る。したがって、この電流生成回路１０を利用することで、レベルコンバータ回路１は、
低消費電力で信号レベル変換動作を実現することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　図８は、図４の電流生成回路１０の第３の変形例である電流生成回路１０ｃの構成を示
す回路図である。図８の電流生成回路１０ｃは、図４の電流生成回路１０と比較して、ｎ
ＭＯＳトランジスタＭＮ１１の基板電位が、ｎＭＯＳトランジスタＭＮ１１のドレインの
電圧と同一の電圧に設定され、ｎＭＯＳトランジスタＭＮ１２の基板電位が、ｎＭＯＳト
ランジスタＭＮ１２のソースの電圧と同一の電圧に設定されている点が異なる。これによ
り、ｎＭＯＳトランジスタＭＮ１１のしきい値電圧がそれぞれ電流生成回路１０における
ｎＭＯＳトランジスタＭＮ１１のしきい値電圧よりも低下して、電流生成回路１０ｃによ
って生成される電流ＩＡ１が電流生成回路１０によって生成される電流ＩＡ１よりも増加
し、レベルコンバータ回路１が高速に動作するようになる。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　まず、課題Ａについて説明する。入力信号ＩＮと入力信号ＩＮＢとがともに第１のハイ
レベルとなる期間が存在しない場合、電流生成回路１０は正しく電流を生成することがで
きない。このとき、入力信号ＩＮと出力信号ＯＵＴとの論理は不一致となる場合がある。
これに対して、電流生成回路１０Ａを用いることで論理不一致を解決することができる。
すなわち、入力信号ＩＮが第１のハイレベルであり、かつ出力信号ＯＵＴがローレベルで
ある論理不一致が存在する場合には、立ち上がり電流生成回路１２が電流ＩＲを生成する
。また、入力信号ＩＮがローレベルであり、かつ出力信号ＯＵＴが第２のハイレベルであ
る論理不一致が存在する場合には、立ち下がり電流生成回路１３が電流ＩＦを生成する。
これにより、論理不一致が存在する場合には、電流生成回路１０Ａによって電流が生成さ
れ、正しい論理を出力することを保証することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　なお、第１及び第２の実施形態では、差動増幅回路３０及びソース接地増幅回路４０を
備えてレベルコンバータ回路１及びレベルコンバータ回路１Ａを構成したが、本発明はこ
れに限らず、差動増幅回路３０Ｂ及びプッシュプル型ソース接地増幅回路４０Ｂを備えて
レベルコンバータ回路１及びレベルコンバータ回路１Ａを構成してもよい。
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